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オ
ス
マ
ン
期
ア
レ
ッ
ポ
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
領
事
通
訳

は
じ
め
に

　
人
類
史
上
、
お
よ
そ
異
な
る
言
語
集
団
が
交
渉
・
交
流
す
る

場
に
お
い
て
、
「
通
訳
」
な
る
も
の
が
普
遍
的
に
存
在
し
て
き

た
、
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
使
用
言
語
を
異
に
す
る
集
団
間

の
経
済
的
交
換
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
「
沈
黙
交
易
」
と
い

っ
た
源
初
的
な
形
態
を
別
に
す
れ
ば
、
商
品
の
吟
味
・
鑑
定
と

価
格
の
交
渉
・
決
定
の
過
程
で
必
要
で
あ
っ
た
し
、
使
用
言
語

を
異
に
す
る
政
治
権
力
同
士
が
外
交
関
係
を
も
ち
、
相
互
に
安

全
を
保
障
し
て
条
約
を
締
結
す
る
過
程
で
も
欠
か
せ
な
い
存
在

で
あ
っ
た
。

　
ヨ
ー
ロ
ヅ
バ
諸
国
語
に
お
い
て
、
中
世
か
ら
近
代
に
か
け
て

黒
　
　
木

英
　
　
充

中
東
方
面
で
雇
用
さ
れ
た
通
訳
を
表
す
言
葉
と
し
て

串
鍔
◎
昌
彗
（
英
語
）
、
守
o
閑
ヨ
彗
（
仏
語
）
、
串
潟
o
目
竃
昌

（
伊
語
）
と
い
っ
た
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
オ
ス

マ
ン
語
の
箒
『
旨
自
旨
8
、
あ
る
い
は
そ
の
も
と
と
な
っ
て
い
る

ア
ラ
ビ
ア
語
の
巨
ユ
冒
一
腎
を
語
源
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
周

知
の
事
実
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
い
か
に
も
ア
ラ
ビ
ア
語
ら

し
く
な
い
言
葉
が
、
ア
ラ
ム
語
起
源
と
も
、
カ
ル
デ
ア
語
起
源

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

と
も
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
併
せ
れ
ぱ
、
そ
の
古
代
か
ら

の
連
続
性
が
容
易
に
納
得
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
現
在
中
東
の
中
心
的
都
分
を
構
成
し
、
古
代
に
オ
リ
エ
ン
ト

と
呼
ば
れ
て
い
た
東
地
中
海
地
域
こ
そ
、
ま
さ
に
最
古
代
か
ら

様
々
き
言
語
が
入
り
乱
れ
て
話
さ
れ
、
東
西
遠
隔
地
の
商
品
が
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貿
易
ル
ー
ト
に
の
っ
て
流
通
し
、
数
々
の
王
朝
権
力
が
交
替
し
、

あ
る
い
は
周
辺
地
域
の
そ
れ
ら
に
よ
り
争
奪
の
対
象
と
さ
れ
た

と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
紀
元
前
三
千
年
紀
後
半
に
北
シ
リ
ア
で
栄

え
た
エ
ブ
ラ
の
遺
跡
の
粘
土
板
公
文
書
庫
に
は
、
エ
ブ
ラ
語
と

シ
ュ
メ
ー
ル
語
の
対
照
単
語
表
が
含
ま
れ
、
こ
の
都
市
国
家
が

東
地
中
海
地
域
を
中
心
に
エ
ジ
プ
ト
や
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
と
貿
易

関
係
を
も
っ
て
い
た
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。
ユ
ー
フ
ラ
テ
ス

川
中
流
域
に
栄
え
た
都
市
国
家
マ
リ
は
、
紀
元
前
十
八
世
紀
半

ば
に
は
バ
ビ
ロ
ン
国
王
ハ
ン
ム
ラ
ビ
に
減
ぽ
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
が
、
ア
レ
ヅ
ポ
を
は
じ
め
周
辺
諸
国
に
犬
使
を
派
遺
し
て
常

駐
さ
せ
、
貿
易
関
係
を
も
ち
、
飛
脚
を
使
っ
て
情
報
交
換
を
行

な
っ
て
い
た
。
シ
リ
ア
の
地
中
海
沿
岸
北
部
に
あ
る
都
市
国
家

ウ
ガ
リ
ト
の
紀
元
前
十
三
世
紀
の
ア
ヅ
カ
ド
語
粘
土
板
文
書
に

は
、
ユ
ー
フ
ラ
テ
ス
川
流
域
の
都
市
国
家
と
の
外
交
・
貿
易
関

係
に
関
す
る
協
定
が
記
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
相
互
の
使

節
及
び
商
人
の
身
体
安
全
の
保
障
と
、
そ
れ
が
損
な
わ
れ
た
場

合
の
補
償
規
定
が
示
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
東
地
中
海
沿
岸
各

地
の
国
家
と
も
活
発
な
外
交
・
貿
易
関
係
を
も
っ
て
い
た
よ
う

で
、
海
賊
に
対
す
る
共
同
の
対
策
や
海
難
事
故
の
補
償
規
定
も

取
り
決
め
て
い
た
。
ま
た
「
外
国
人
」
商
人
は
各
都
市
国
家
内

の
特
別
の
居
留
区
に
住
む
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
よ
う

　
　
（
2
）

で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
古
代
国
家
の
対
外
交
渉
シ
ス
テ
ム
の
枠
組
は
、
そ

の
後
三
千
年
余
り
に
わ
た
っ
て
持
続
・
発
展
し
、
今
日
の
国
際

関
係
の
あ
り
方
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

通
訳
と
い
う
存
在
も
ま
た
、
同
様
に
長
大
な
前
史
を
有
す
る
の

で
あ
る
。
し
ぱ
し
ぱ
交
渉
当
事
者
の
陰
に
隠
れ
て
し
ま
い
、
道

具
的
存
在
と
見
な
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
そ
の
伸
介
者
的
＝
ミ

ド
ル
マ
ン
（
ア
ラ
ビ
ア
語
で
は
峯
器
富
）
的
機
能
と
多
重
・
複

合
文
化
的
性
格
は
、
多
元
的
杜
会
に
お
い
て
「
他
老
」
と
の
間

で
経
済
的
交
換
を
円
滑
化
さ
せ
、
平
和
裡
の
共
存
を
実
現
す
る

と
い
う
課
題
を
追
究
す
る
際
に
重
要
な
参
照
項
目
と
な
る
は
ず

で
あ
り
、
様
々
な
時
代
・
地
域
の
政
治
・
杜
会
過
程
の
中
で
の

役
割
が
積
極
的
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
本
稿
は
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
時
代
、
と
り
わ
け
十
八
世
紀
か
ら

十
九
世
紀
初
め
の
中
東
の
代
表
的
国
際
商
業
都
市
ア
レ
ッ
ポ
に

お
け
る
領
事
通
訳
と
い
う
、
，
こ
く
限
ら
れ
た
課
題
を
対
象
と
す

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
時
そ
こ
で
問
題
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
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が
、
現
代
に
至
る
ま
で
中
東
の
人
間
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に

亀
裂
を
及
ぼ
し
続
け
て
い
る
原
因
の
本
源
的
な
要
素
を
構
成
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
〕

て
い
た
と
指
摘
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

オ
ス
マ
ン
帝
国
の
多
言
語
環
境
に
お
け
る
通
訳

　
ヨ
ー
ロ
ヅ
バ
、
ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
の
三
大
陸
に
ま
た
が
る

広
大
な
領
域
を
約
四
世
紀
間
に
わ
た
っ
て
支
配
し
た
オ
ス
マ
ン

帝
国
は
、
（
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
）
イ
ス
ラ
ム
史
上
最
後
に
し
て

最
大
の
世
界
帝
国
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
こ
は
当
然
の
こ
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
4
〕

が
ら
甚
だ
多
数
の
言
語
が
話
さ
れ
る
世
界
で
あ
っ
た
。
シ
リ
ア

北
部
に
位
置
し
て
帝
国
の
戦
略
的
中
枢
を
占
め
て
い
た
都
市
ア

レ
ヅ
ポ
一
つ
に
お
い
て
さ
え
、
圧
倒
的
に
優
勢
な
ア
ラ
ビ
ア
語

の
他
に
、
ト
ル
コ
語
、
ア
ル
メ
ニ
ア
語
、
シ
リ
ア
語
（
ア
ラ
ム

語
の
一
種
）
、
ク
ル
ド
語
が
話
さ
れ
、
宗
教
的
典
礼
に
お
い
て
は

ギ
リ
シ
ア
語
や
ヘ
ブ
ラ
イ
語
も
使
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
後
に
ふ

れ
る
よ
う
に
、
イ
タ
リ
ア
語
な
ど
ヨ
ー
ロ
ヅ
バ
諸
語
も
一
都
で

使
わ
れ
て
い
た
。

　
行
政
用
語
と
し
て
は
オ
ス
マ
ン
語
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
こ

れ
は
ト
ル
コ
語
の
文
法
構
造
の
中
に
ア
ラ
ビ
ア
語
と
ペ
ル
シ
ア

語
の
単
語
と
慣
用
句
が
、
ち
ょ
う
ど
文
語
の
日
本
語
に
お
け
る

漢
語
の
よ
う
に
ふ
ん
だ
ん
に
取
り
込
ま
れ
た
言
語
で
あ
る
。
従

っ
て
、
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
の
中
央
政
府
か
ら
勅
令
が
送
ら
れ
て
き

て
も
、
そ
れ
が
行
政
令
な
ど
の
形
で
ア
レ
ッ
ポ
で
布
告
さ
れ
直

す
際
に
は
、
ア
ラ
ビ
ア
語
に
翻
訳
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
法
廷
で
行
な
わ
れ
た
不
動
産
売
買
契
約
や
訴
訟
な
ど
の

記
録
は
、
ア
ラ
ビ
ア
語
で
書
か
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。

一
方
、
法
官
が
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
に
訴
訟
内
容
を
報
告
す
る
際
に

は
、
オ
ス
マ
ン
語
が
使
わ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
オ
ス
マ
ン
政

府
の
統
治
機
構
内
部
で
も
複
数
の
言
語
が
使
わ
れ
、
そ
こ
に
通

訳
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ぱ
、
　
一
八
四
〇
年
夏
に
、

エ
ジ
プ
ト
の
ム
ハ
ン
マ
ド
・
ア
リ
ー
政
権
の
軍
隊
が
、
オ
ス
マ

ン
政
府
と
争
い
つ
つ
八
年
間
に
及
ん
だ
シ
リ
ア
地
域
の
占
領
支

配
を
終
え
て
ア
レ
ヅ
ポ
か
ら
撤
退
し
た
が
、
そ
の
後
復
帰
し
た

オ
ス
マ
ン
政
府
は
、
エ
ジ
プ
ト
軍
が
市
内
各
所
に
置
き
去
り
に

し
て
い
っ
た
武
器
弾
薬
の
状
況
を
調
べ
た
。
調
査
に
当
た
っ
た

の
は
、
オ
ス
マ
ン
政
府
側
か
ら
派
遣
さ
れ
て
き
た
二
人
の
担
当

官
と
、
ア
レ
ヅ
ポ
の
法
廷
で
任
命
さ
れ
た
通
訳
官
一
人
で
あ
っ

た
。
こ
の
通
訳
は
、
ア
ラ
ビ
ア
語
を
話
さ
な
い
担
当
官
を
補
佐
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す
る
役
割
を
持
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
調
査
結
果
は
法
官

に
よ
っ
て
オ
ス
マ
ン
語
文
書
で
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
に
報
告
さ
れ
た

　
　
　
＾
5
）

の
で
あ
っ
た
。

　
さ
て
、
こ
う
し
た
政
府
統
治
機
構
内
部
で
の
通
訳
と
は
別
に
、

本
来
の
外
交
・
貿
易
の
分
野
で
活
躍
す
る
通
訳
た
ち
が
い
た
。

イ
ス
タ
ン
ブ
ル
に
は
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
各
国
の
大
使
館
が
集
中
し
て

い
た
が
、
そ
こ
で
は
多
く
の
場
合
、
ギ
リ
シ
ア
語
を
母
語
と
す

る
ギ
リ
シ
ア
正
教
徒
が
犬
使
通
訳
を
務
め
て
い
た
。
大
使
通
訳

は
普
通
四
人
で
あ
っ
た
が
、
十
七
世
紀
初
め
の
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
の

よ
う
に
十
三
人
も
抱
え
て
い
る
例
も
あ
っ
た
。
一
方
、
オ
ス
マ

ン
政
府
の
最
高
意
思
決
定
機
関
で
あ
っ
た
御
前
会
議
の
主
席
通

訳
職
も
、
と
り
わ
け
十
七
世
紀
半
ぱ
以
降
、
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
の

ギ
リ
シ
ア
正
教
徒
が
独
占
的
に
務
め
て
い
た
。
こ
の
主
席
通
訳

に
は
助
手
が
八
人
、
使
用
人
が
十
二
人
つ
い
て
い
た
が
、
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

も
皆
ギ
リ
シ
ア
正
教
徒
で
あ
っ
た
。

　
さ
て
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
と
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
諸
国
の
間
の
外
交
関

係
を
規
定
し
て
い
た
の
は
キ
ャ
ピ
チ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
（
S
豆
巨
－

5
饒
昌
ω
）
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
、
ス
ル
タ
ン
が
一
人
称
で
ヨ
ー

ロ
ヅ
バ
各
国
の
国
王
宛
に
恩
恵
と
し
て
授
与
す
る
特
権
条
項
の

中
に
、
大
使
通
訳
・
領
事
通
訳
の
規
定
も
含
ま
れ
て
い
た
。
た

と
え
ぱ
、
イ
ギ
リ
ス
は
一
五
八
O
年
に
は
キ
ャ
ピ
ュ
レ
ー
シ
ョ

ン
を
授
与
さ
れ
て
以
来
、
数
次
に
わ
た
っ
て
更
改
し
て
き
た
が
、

ニ
ハ
七
五
年
に
更
新
さ
れ
た
全
七
五
条
の
条
文
の
う
ち
、
第
二

八
条
で
次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
「
大
使
と
領
事
は
、

イ
ェ
ニ
チ
ェ
リ
も
し
く
は
通
訳
を
意
の
ま
ま
に
雇
用
し
て
も
よ

い
。
そ
こ
に
は
他
の
イ
ェ
ニ
チ
ェ
リ
も
し
く
は
我
ら
の
下
僕
た

ち
が
、
彼
ら
（
大
使
・
領
事
）
の
意
に
反
す
る
形
で
強
制
的
に

参
入
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」
な
お
、
こ
こ
で
い
う
「
イ
ェ
ニ

チ
ェ
リ
」
と
は
大
使
も
し
く
は
領
事
の
護
衛
に
あ
た
る
武
官
の

こ
と
で
、
特
に
「
カ
ッ
ワ
ー
ス
寝
彗
昌
ω
」
と
呼
ぱ
れ
て
い
た

老
で
あ
る
。
ま
た
第
四
五
条
で
は
、
「
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
に
居
住

す
る
、
イ
ギ
リ
ス
国
王
の
犬
使
は
、
国
王
の
親
任
官
で
あ
り
、

代
理
人
で
あ
り
、
同
様
に
通
訳
は
大
使
の
親
任
官
と
考
え
ら
れ

る
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
、
通
訳
が
大
使
の
名
に
お
い
て
大
使

の
命
令
に
よ
り
翻
訳
し
て
話
す
場
合
に
は
、
も
し
そ
の
翻
訳
が

大
使
も
し
く
は
領
事
の
命
令
と
意
思
に
合
致
し
た
も
の
で
あ
る

な
ら
ぱ
、
通
訳
は
常
に
非
難
や
処
罰
を
免
れ
る
。
通
訳
が
何
ら

か
の
無
礼
を
は
た
ら
い
た
場
合
、
我
ら
の
大
臣
た
ち
は
夫
使
も
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し
く
は
領
事
に
告
知
す
る
こ
と
な
く
通
訳
を
投
獄
し
た
り
虐
待

し
て
は
な
ら
な
い
L
と
あ
る
。
そ
し
て
第
十
三
条
「
す
べ
て
の

イ
ギ
リ
ス
人
及
び
イ
ギ
リ
ス
臣
民
は
、
既
婚
老
で
あ
れ
未
婚
老

で
あ
れ
、
我
が
国
に
滞
在
・
居
住
す
る
老
は
、
職
人
で
あ
ろ
う

と
商
人
で
あ
ろ
う
と
、
ハ
ラ
ー
ジ
ュ
（
こ
こ
で
は
税
全
般
の
意
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

を
免
れ
る
」
の
規
定
が
通
訳
に
も
適
用
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ

う
に
通
訳
は
身
分
的
特
権
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
一
都
市
の
中
の
領
事
通
訳

　
同
じ
イ
ギ
リ
ス
国
王
宛
の
キ
ャ
ピ
チ
ュ
レ
ー
シ
目
ン
の
第
十

四
条
は
次
の
、
こ
と
く
で
あ
る
。
「
イ
ギ
リ
ス
犬
使
は
、
好
き
な

よ
う
に
、
ア
レ
ッ
ポ
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
、
バ
ル
バ
リ
の
ト

リ
ポ
リ
、
チ
ュ
ニ
ス
、
シ
リ
ア
の
ト
リ
ポ
リ
、
チ
オ
ス
島
、
イ

ズ
ミ
ル
、
及
ぴ
エ
ジ
プ
ト
の
港
に
領
事
を
設
置
し
、
あ
る
い
は

罷
免
・
交
替
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
、
誰
も
こ
れ
に
反
対
す
る
こ

　
　
　
　
＾
8
）

と
は
で
き
な
い
。
」
こ
こ
で
筆
頭
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
ア
レ
ヅ
ポ
は
ヨ
ー
ロ
ヅ
バ
諸
国
に
と
っ

て
レ
ヴ
ァ
ン
ト
貿
易
の
第
一
の
拠
点
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
9
）

数
の
領
事
館
が
置
か
れ
た
都
市
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
フ
ラ
ン
ス
が
一
五
五
七
年
に
領
事
館
を
設
置
し
た
ほ
か
、
ア

レ
ヅ
ポ
に
は
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
や
レ
ヴ
ァ
ン
ト
会
杜
の
イ
ギ
リ
ス
な

ど
各
国
が
足
場
を
築
い
て
、
自
国
民
の
安
全
と
商
業
的
利
益
の

た
め
に
活
動
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
領
事
館
は
、
専
ら
都
市
中

心
部
の
商
業
専
用
区
域
（
ア
ラ
ビ
ア
語
で
昌
邑
－
竃
、
ち
ょ
う

ど
英
語
の
o
－
ξ
に
当
た
る
）
に
散
在
す
る
ハ
ー
ン
亭
ぎ
の
中

に
置
か
れ
た
。
ハ
ー
ン
と
は
キ
ャ
ラ
バ
ン
サ
ヲ
イ
と
も
呼
ば
れ

る
が
、
「
隊
商
宿
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
建
造
物
で
あ
る
。
概
ね
方

形
の
中
庭
を
も
ち
、
四
方
を
二
階
建
の
石
造
の
平
屋
根
建
物
で

囲
ま
れ
た
構
造
に
な
っ
て
お
り
、
入
り
口
は
一
ヶ
所
の
み
で
一

階
部
分
は
倉
庫
や
馬
・
路
駝
の
畜
舎
、
二
階
部
分
が
宿
泊
室
で

占
め
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
本
来
、
都
市
外
の
街
道
沿

い
な
ど
に
建
て
ら
れ
、
長
距
離
交
易
の
キ
ャ
ラ
バ
ン
が
遊
牧
民

な
ど
の
襲
撃
を
受
け
ぬ
よ
う
、
安
全
に
休
憩
す
る
た
め
の
施
設

で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
外
壁
に
は
窓
が
な
い
防
御
的
・
要
塞
的

な
構
造
で
あ
り
、
か
わ
り
に
中
庭
に
向
か
っ
て
は
開
放
的
で
あ

っ
た
。
こ
う
し
た
建
造
物
が
ア
レ
ッ
ポ
の
中
心
部
、
し
か
も
小

規
模
店
舗
が
密
集
す
る
ス
ー
ク
ω
昼
（
バ
ー
ザ
ー
ル
、
市
場
）

に
隣
接
し
、
そ
の
狭
間
に
埋
め
込
ま
れ
る
形
で
多
数
存
在
し
た
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の
で
あ
っ
た
。
ス
ー
ク
は
石
組
み
の
ア
ー
ケ
ー
ド
で
覆
わ
れ
て

お
り
、
小
さ
な
門
で
い
く
つ
も
の
部
分
に
区
切
ら
れ
、
夜
問
は

閉
鎖
さ
れ
て
ゴ
ー
ス
ト
・
タ
ウ
ン
化
し
た
が
、
ハ
ー
ン
も
や
は

り
門
が
閉
じ
ら
れ
て
外
部
と
の
通
行
は
断
た
れ
た
。
ヨ
ー
ロ
ヅ

バ
諸
国
は
こ
う
し
た
建
物
の
一
部
を
間
借
り
す
る
形
で
領
事
館

を
置
い
て
い
た
。
た
と
え
ば
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
が
ハ
ー
ン
・
ア
ル
・

バ
ナ
ー
デ
ィ
カ
斥
ブ
岬
目
巴
・
げ
｝
■
凹
昌
o
印
、
フ
ラ
ン
ス
が
ハ
ー
ン
・

ア
ル
・
ヒ
バ
ー
ル
斥
7
州
目
巴
－
乞
σ
昌
、
イ
ギ
リ
ス
が
ハ
ー
ン
・

ア
ル
・
ギ
ュ
ム
リ
ュ
ク
〆
ブ
曾
竿
零
⊆
昌
｛
鼻
（
文
字
通
り
こ

こ
に
は
ア
レ
ヅ
ポ
の
税
関
も
置
か
れ
て
い
た
）
、
オ
ラ
ン
ダ
が

ハ
ー
ン
・
ア
ル
・
フ
ラ
マ
ン
ク
斥
チ
州
自
巴
－
由
凹
昌
印
目
斥
と
い
っ
た

具
合
で
あ
る
。
領
事
た
ち
は
そ
二
に
住
む
こ
と
が
義
務
づ
け
ら

れ
、
ま
た
力
ト
リ
ッ
ク
の
宣
教
師
た
ち
も
同
様
で
あ
っ
た
。
領

事
館
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
人
の
た
め
の
小
さ
な
礼
拝
堂
も
存
在

（
n
）

し
た
。

　
さ
て
、
冒
ー
ロ
ヅ
バ
諸
国
の
領
事
た
ち
の
実
質
的
任
務
は
、

ア
レ
ヅ
ポ
を
中
心
に
展
脚
さ
れ
る
貿
易
に
自
国
を
い
か
に
有
利

な
形
で
参
入
さ
せ
る
か
を
追
求
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
意

味
で
領
事
館
は
商
館
と
い
っ
て
も
よ
か
っ
た
。
通
訳
は
、
ま
ず

何
よ
り
も
レ
ヴ
ァ
ン
ト
貿
易
の
ア
ラ
ビ
ァ
語
や
ト
ル
コ
語
が
と

び
か
う
取
引
現
場
の
折
衝
で
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
容
易

に
想
像
さ
れ
る
こ
と
だ
が
、
二
う
し
た
場
面
で
は
通
訳
に
は
商

才
と
抜
け
目
な
さ
と
同
じ
よ
う
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
雇

用
主
へ
の
忠
誠
が
き
ぴ
し
く
要
求
さ
れ
る
。
従
っ
て
当
初
ヨ
ー

ロ
ソ
バ
側
は
、
自
国
民
を
通
訳
に
養
成
し
て
レ
ヴ
ァ
ン
ト
各
地

で
使
う
こ
と
を
考
え
た
。
十
八
世
紀
半
ば
に
フ
ラ
ン
ス
で
出
版

さ
れ
た
『
世
界
商
業
事
典
』
は
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
人
貿
易
商

人
必
携
の
実
務
手
引
き
百
科
事
典
の
性
格
を
も
っ
て
い
た
が
、

そ
の
「
通
訳
」
項
目
に
は
以
下
の
記
述
が
見
え
る
。
す
な
わ
ち
、

一
六
六
九
年
に
ル
イ
十
四
世
が
発
し
た
裁
定
に
お
い
て
、
通
訳

養
成
の
た
め
に
三
年
、
こ
と
に
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
と
イ
ズ
ミ
ル
に
八

才
か
ら
十
才
の
男
子
六
人
を
派
遣
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
カ
プ
チ

ン
会
修
道
院
で
力
ト
リ
ヅ
ク
宗
教
学
な
ど
と
と
も
に
現
地
の
諸

語
を
学
ぱ
せ
る
と
い
う
方
針
が
打
ち
出
さ
れ
た
が
、
最
初
の
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

年
間
の
み
で
計
画
は
挫
折
し
た
、
と
い
う
。
「
言
葉
の
子
供
g
・

武
目
房
O
①
5
3
管
P
阻
O
く
印
昌
－
－
〇
二
ぎ
O
q
自
ど
と
呼
ば
れ
た
こ
の

人
材
の
養
成
策
は
、
同
時
期
イ
ギ
リ
ス
も
採
用
し
、
逆
に
レ
ヴ

ァ
ン
ト
の
ギ
リ
シ
ア
系
の
男
子
を
オ
ヅ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
送
り
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（
1
3
）

込
む
な
ど
工
夫
し
た
が
、
こ
れ
も
失
敗
に
終
わ
っ
た
。

　
こ
う
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
諸
国
領
事
は
、
現
地
の
キ
リ
ス
ト
教

徒
や
ユ
ダ
ヤ
教
徒
で
ヨ
ー
ロ
ヅ
バ
諸
語
に
通
じ
る
老
を
雇
用
せ

ざ
る
を
え
な
い
こ
と
と
な
っ
た
。
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
の
大
使
や
ア

レ
ヅ
ポ
な
ど
各
主
要
貿
易
都
市
の
領
事
は
、
通
訳
を
自
ら
人
選

し
、
そ
れ
を
任
命
し
た
後
、
オ
ス
マ
ン
政
府
に
届
け
出
て
、
通

訳
職
を
認
可
す
る
と
の
勅
許
状
げ
胃
津
を
発
給
さ
れ
、
そ
れ
を

通
訳
に
与
え
た
。
十
八
世
紀
の
ア
レ
ヅ
ポ
の
ヨ
ー
ロ
ヅ
バ
人
杜

会
の
間
で
は
イ
タ
リ
ア
語
が
共
通
語
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
お
そ

ら
く
イ
タ
リ
ア
語
と
自
国
語
に
通
じ
る
老
が
任
じ
ら
れ
る
こ
と

が
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
通
訳
は
他
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
や
ユ
ダ

ヤ
教
徒
と
異
な
り
、
毛
皮
の
帽
子
を
か
ぶ
り
黄
色
の
靴
を
履
く

こ
と
が
許
さ
れ
た
。
そ
し
て
プ
ロ
テ
ジ
ェ
肩
O
昼
㎝
と
し
て
身

分
的
に
外
交
団
の
庇
護
を
受
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
ま
た

自
ら
が
関
わ
る
商
業
活
動
に
関
し
て
は
、
商
品
に
か
か
る
関
税

が
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
人
と
同
じ
く
、
十
七
世
紀
後
半
以
降
の
キ
ャ
ピ

チ
ュ
レ
ー
シ
目
ン
で
規
定
さ
れ
て
い
る
通
り
三
バ
ー
セ
ン
ト
と

な
っ
た
。
こ
れ
は
ム
ス
リ
ム
の
二
・
五
バ
ー
セ
ン
ト
に
比
べ
る

と
劣
る
も
の
の
、
普
通
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
・
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
場

合
は
五
バ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
の
と
比
較
す
る
と
非
常
に
有
利
な

特
権
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
こ
れ
も
右
で
ふ
れ
た
が
、
人
頭
税
や

諸
税
を
免
れ
る
の
も
大
き
な
魅
力
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
通

訳
と
な
っ
た
者
は
、
単
に
外
交
団
の
交
渉
の
場
で
雇
用
さ
れ
る

の
み
な
ら
ず
、
特
権
を
利
用
し
て
自
ら
の
商
業
活
動
を
営
む
老

　
　
　
＾
μ
）

が
出
て
き
た
。
　
　
　
　
。

一
一
一
膨
れ
上
が
る
領
事
通
訳

　
十
八
世
紀
後
半
を
通
じ
て
、
各
主
要
貿
易
都
市
で
通
訳
の
数

の
増
加
が
顕
薯
と
な
り
、
そ
れ
が
オ
ス
マ
ン
政
府
に
よ
っ
て
問

題
視
さ
れ
る
事
態
と
な
っ
た
。
し
か
も
、
各
通
訳
に
は
使
用
人

巨
N
旨
①
冨
胃
が
二
人
つ
く
こ
と
も
認
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
も

通
訳
と
同
じ
く
外
交
団
の
庇
護
を
受
け
る
身
分
と
な
っ
て
い
た

こ
と
が
、
オ
ス
マ
ン
政
府
を
い
っ
そ
う
悩
ま
す
原
因
で
あ
っ
た
。

と
い
う
の
も
、
こ
う
し
た
状
況
は
、
直
接
的
に
は
人
頭
税
な
ど

非
ム
ス
リ
ム
を
対
象
に
し
た
税
収
の
滅
少
を
招
く
か
ら
で
あ
り
、

原
理
的
に
は
イ
ス
ラ
ム
国
家
の
中
の
非
ム
ス
リ
ム
で
、
し
か
も

複
数
言
語
に
通
ず
る
有
能
な
人
材
が
、
国
家
の
構
成
要
素
か
ら

分
離
・
流
出
し
て
ゆ
く
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
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キ
リ
ス
ト
教
徒
と
ユ
ダ
ヤ
教
徒
が
通
訳
職
に
引
き
寄
せ
ら
れ

て
い
く
要
因
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
ヨ

ー
ロ
ッ
バ
外
交
団
も
よ
り
多
く
の
通
訳
・
使
用
人
を
求
め
る
傾

向
に
あ
っ
た
。
犬
使
館
・
領
事
館
業
務
と
貿
易
活
動
の
拡
犬

化
・
複
雑
化
に
加
え
て
、
通
訳
応
募
老
か
ら
実
質
的
な
贈
賄
を

受
け
る
こ
と
が
多
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
フ
ラ
ン
ス
な

ど
カ
ト
リ
ッ
ク
諸
国
は
、
通
訳
職
に
東
方
諸
教
会
信
徒
よ
り
も

マ
ロ
ン
派
な
ど
カ
ト
リ
ヅ
ク
信
徒
を
優
遇
す
る
よ
う
に
な
り
、

そ
れ
が
現
地
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
杜
会
の
カ
ト
リ
ッ
ク
化
を
側
面

か
ら
促
進
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、
外
交
団
は
通
訳

を
よ
り
多
く
雇
用
す
る
と
と
も
に
、
オ
ス
マ
ン
政
府
に
届
け
る

こ
と
な
く
一
存
で
身
分
的
庇
護
を
与
え
る
こ
と
が
可
能
な
「
バ

テ
ン
ト
忌
↓
雪
8
」
も
乱
発
し
、
ま
た
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
人
滞
在
老

ヨ
易
3
．
～
昌
ま
に
与
え
ら
れ
る
べ
き
通
行
証
く
◎
一
凹
昌
ユ
を
非

ム
ス
リ
ム
に
与
え
始
め
、
彼
ら
の
地
域
間
商
業
に
便
宜
を
は
か

る
よ
う
に
な
っ
た
。
も
っ
と
も
、
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
諸
国
す
べ
て
が

積
極
的
・
無
制
限
に
通
訳
を
増
や
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
イ
ギ

リ
ス
は
消
極
的
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
通
訳
及
び
そ
の
使

用
人
た
ち
は
本
来
の
業
務
よ
り
も
自
ら
の
商
業
活
動
に
力
を
入

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
逆
に
自
国
民
の
商
人
に
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

っ
て
脅
威
と
な
り
う
る
か
ら
で
あ
っ
た
。

　
ア
レ
ッ
ポ
に
も
、
十
八
世
紀
後
半
に
は
、
一
七
五
九
、
六
六
、

八
六
、
九
一
年
と
四
回
に
わ
た
っ
て
、
不
正
な
バ
テ
ン
ト
を
禁

止
し
た
り
通
行
証
の
検
査
を
命
じ
る
布
告
が
出
さ
れ
た
が
、
こ

れ
は
状
況
の
改
善
が
な
か
な
か
進
ま
な
い
こ
と
を
反
映
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。
一
七
九
三
も
し
く
は
九
四
年
に
は
イ
ス
タ
ン
ブ

ル
か
ら
検
査
官
が
派
遣
さ
れ
、
全
通
訳
を
集
め
て
調
査
し
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
6
）

こ
ろ
、
そ
の
数
は
一
五
〇
〇
人
に
も
上
っ
た
と
い
う
。
一
方
、

こ
う
し
た
オ
ス
マ
ン
政
府
側
の
取
り
締
ま
り
・
調
査
命
令
は
そ

の
後
も
続
け
て
出
さ
れ
、
一
八
〇
六
年
に
は
七
回
に
も
わ
た
っ

　
　
　
　
（
1
7
）

て
発
令
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
の
中
で
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

一
、
通
訳
は
領
事
の
も
と
で
通
訳
の
服
装
を
し
て
通
訳
の
業
務

　
に
精
勤
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
別
の
都
市
に
居
住
し
て
は
な
ら

　
な
い

二
、
通
訳
は
市
内
の
商
工
業
に
関
わ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
ま
た

　
別
の
都
市
の
コ
ジ
ャ
バ
シ
ュ
職
（
非
ム
ス
リ
ム
の
宗
派
ご
と

　
の
行
政
的
長
）
や
徴
税
請
負
職
に
つ
い
て
は
な
ら
な
い

三
、
こ
れ
ら
に
反
す
る
行
動
を
と
っ
た
場
合
に
は
勅
許
状
の
登

563



一橋論叢　第110巻　第4号 平成5年（1993年）10月号　（56〕

　
録
を
抹
消
す
る

四
、
通
訳
の
使
用
人
が
通
行
証
を
も
っ
て
他
の
地
域
に
出
か
け

　
る
際
に
は
、
用
務
先
に
長
く
留
ま
る
こ
と
な
く
、
す
み
や
か

　
に
帰
還
す
る
こ
と

五
、
よ
っ
て
不
法
に
ア
レ
ッ
ポ
に
滞
在
し
て
い
る
老
は
送
還
す

　
る
処
置
を
と
る

と
い
っ
た
事
項
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
窺
え
る
こ
と
は
、
本
来
そ

れ
と
わ
か
る
特
別
な
服
装
で
外
交
業
務
に
専
念
す
べ
き
通
訳
が
、

そ
の
任
務
を
逸
脱
し
、
他
の
都
市
に
出
か
け
て
滞
在
し
、
そ
こ

で
商
業
そ
の
他
の
生
業
に
つ
い
て
い
る
状
況
で
あ
る
。

　
そ
し
て
オ
ス
マ
ン
政
府
は
、
調
査
の
結
果
、
実
際
に
登
録
を

抹
消
す
べ
き
通
訳
及
び
そ
の
使
用
人
の
名
簿
を
ア
レ
ヅ
ポ
に
送

　
　
＾
1
8
）

付
し
た
が
、
そ
こ
か
ら
は
ア
レ
ヅ
ポ
の
み
な
ら
ず
、
シ
ド
ン
、

ト
リ
ポ
リ
、
ベ
イ
ル
ー
ト
な
ど
シ
リ
ア
の
地
中
海
沿
岸
都
市
や
、

キ
プ
ロ
ス
島
や
エ
ー
ゲ
海
の
島
、
イ
ズ
ミ
ル
な
ど
の
貿
易
港
に

置
か
れ
た
領
事
館
や
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
の
大
使
館
の
通
訳
た
ち
が

ア
レ
ヅ
ポ
に
滞
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
デ
ー
タ
は

多
様
に
分
析
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
国
別
に

登
録
抹
消
老
数
だ
け
を
挙
げ
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
な
お
、

人
名
か
ら
ユ
ダ
ヤ
教
徒
で
あ
る
こ
と
が
明
白
な
老
の
数
を

（
）
内
に
付
記
す
る
が
他
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
、
あ
る
い
は
ユ
ダ

ヤ
教
徒
と
も
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
も
判
然
と
し
な
い
老
で
あ
る
。

ロ
シ
ア

テ
ン
マ
ー
ク

オ
ー
ス
ト
リ
ア

　
　
　
　
　
（
1
9
）

七
島
連
合
共
和
国

イ
ギ
リ
ス

ド
ゥ
ブ
ロ
ヴ
ニ
ク

ス
ベ
イ
ン

フ
ラ
ン
ス

フ
ロ
シ
ア

オ
ラ
ン
ダ

シ
チ
リ
ア

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

通通通通通樋通通通通通通
訳訳訳訳訳訳訳訳訳訳訳訳

五
人
（
一
）

二
人

一
七
人
（
二
）

一
八
人
（
一
）

一
七
人
（
四
）
．

七
人

一
四
人
（
六
）

五
人

六
人
（
四
）

一
三
人

一
五
人
（
二
）

七
人
（
二
）

使
用
人

使
用
人

使
用
人

使
用
人

使
用
人

使
用
人

使
用
人

使
用
人

使
用
人

使
用
人

使
用
人

使
用
人

　
九
人
（
四
）

　
四
人

二
三
人
（
二
）

三
四
人
（
六
）

一
三
人
（
二
）

＝
一
人

二
四
人
（
四
）

一
一
人

二
一
人
（
六
）

二
四
人
（
一
）

三
〇
人
（
六
）

二
一
人

こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
た
通
訳
及
び
使
用
人
の
合
計
数
は
三
五
二
人

と
な
る
。

564



｛57）　オスマン期アレッポにおけるヨーロッパ諸国領事通訳

　
こ
う
し
た
状
況
に
業
を
煮
や
し
て
い
た
オ
ス
マ
ン
政
府
は
、

す
で
に
一
八
〇
二
年
以
来
、
こ
れ
ら
の
通
訳
・
使
用
人
で
商
業

に
専
念
す
る
老
た
ち
を
、
逆
に
少
し
づ
つ
政
府
に
登
録
し
て
通

訳
と
同
様
の
免
税
特
権
を
持
つ
特
別
な
商
人
と
し
て
認
め
る
よ

う
に
な
っ
て
い
た
。
い
わ
ぱ
、
こ
れ
ら
の
優
秀
な
商
人
を
ヨ
ー

ロ
ヅ
バ
側
か
ら
引
き
離
し
て
体
制
側
に
取
り
込
む
方
策
を
と
り

　
　
　
　
　
　
　
＾
2
0
）

つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
婁
言
す
れ
ば
、
自
ら
の
臣
民
に
外
国

人
の
権
利
を
認
め
る
と
い
う
皮
肉
な
事
態
を
招
来
し
て
い
た
の

で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
従
来
、
キ
ャ
ピ
チ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
議
論
は
、
近
代

に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
諸
国
の
オ
ス
マ
ン
帝
国
へ
の
攻
撃
的
進

出
過
程
を
問
題
に
す
る
中
で
行
な
わ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、

・
当
初
は
圧
倒
的
優
位
に
あ
っ
た
オ
ス
マ
ン
帝
国
が
劣
位
の
ヨ
ー

ロ
ッ
バ
諸
国
に
恩
恵
と
し
て
授
与
し
た
特
権
が
、
逆
に
侵
略
の

手
段
に
転
化
し
て
い
っ
た
、
と
い
う
論
理
で
あ
る
。
確
か
に
、

こ
の
問
題
は
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
諸
国
の
近
代
ア
ジ
ア
進
出
過
程
に
お

い
て
も
同
様
に
成
り
立
つ
の
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ぱ
イ
ギ
リ
ス

は
対
オ
ス
マ
ン
帝
国
で
経
験
し
、
鍛
え
た
戦
略
を
中
国
や
日
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
肌
）

に
適
用
し
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
キ
ャ
ビ
チ
ュ
レ
ー
シ
冒
ン
を
め
ぐ
っ
て
は
、
こ
れ

ま
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
そ
の
特
権
に
引
き
寄
せ
ら
れ
る
オ

ス
マ
ン
帝
国
内
の
非
ム
ス
リ
ム
臣
民
を
し
て
、
帝
国
の
構
成
要

素
か
ら
絶
え
ず
流
出
さ
せ
る
傾
向
を
促
進
し
た
も
の
と
し
て
と

ら
え
直
す
必
要
も
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
や
が
て

非
ム
ス
リ
ム
の
間
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
国
籍
を
取
得
す
る
こ

と
さ
え
望
ま
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
。
こ
の
過
程
は
、
と
り

も
な
お
さ
ず
、
唯
一
神
を
共
有
し
つ
つ
も
、
預
言
者
を
異
に
す

る
こ
と
に
よ
り
区
別
・
差
別
さ
れ
る
と
同
時
に
、
共
存
が
実
現

さ
れ
る
と
い
う
統
治
原
則
の
杜
会
に
お
い
て
、
言
語
を
基
準
に

区
別
・
差
別
さ
れ
、
異
質
な
老
が
排
除
さ
れ
る
と
い
う
近
代
国

民
国
家
的
身
分
原
理
が
浸
入
す
る
過
程
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て

そ
こ
で
決
定
的
意
味
を
持
っ
た
の
が
、
い
か
な
る
身
分
で
貿
易

活
動
に
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
間
題
で
あ
っ
た
。

通
訳
は
、
こ
の
問
題
に
対
し
て
、
複
数
言
語
の
重
な
り
合
う
領

域
か
ら
、
最
も
先
駆
的
に
関
係
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
ω
鳥
一
9
≧
一
9
§
§
ぎ
§
§
ミ
§
昏
§
‡
奏
ミ
§
ミ
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（
オ
ス
マ
ン
商
業
に
お
け
る
非
ム
ス
リ
ム
た
ち
）
一
＞
コ
ぎ
員

　
－
竃
“
o
I
員
＞
竃
昌
季
ξ
『
印
㌣
冒
貝
§
s
ミ
亀
ざ
嘗
ざ
｝

　
s
、
－
§
ミ
亀
§
§
（
ア
レ
ッ
ポ
比
較
事
典
）
一
べ
く
〇
一
ω
。
　
≧
①
君
9

　
－
湯
司
と
O
。
一
く
O
F
ド
O
P
墨
O
。
－
N
O
．
O
．

（
2
）
　
H
・
ク
レ
ン
ゲ
ル
（
薯
）
五
味
亨
（
訳
）
『
古
代
シ
リ
ア
の
，

　
歴
史
と
文
化
』
六
興
出
版
、
一
九
九
一
年
、
四
五
－
一
九
一
頁
。

（
3
）
　
本
稿
の
論
旨
は
、
拙
稿
「
中
東
の
地
域
シ
ス
テ
ム
と
ア
イ

　
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
あ
る
東
方
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
軌
跡
を
通
し
て

　
I
」
浜
下
武
志
ほ
か
（
編
）
『
地
域
シ
ス
テ
ム
』
（
シ
リ
ー
ズ
・

　
ア
ジ
ア
か
ら
考
え
る
・
第
二
巻
、
東
京
大
学
出
版
会
、
近
刊
）

　
の
第
一
節
と
重
複
す
る
部
分
が
あ
る
こ
と
を
お
こ
と
わ
り
し
て

　
お
き
た
い
。

（
4
）
　
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
多
言
語
状
況
の
わ
か
り
や
す
い
概
観
に

　
つ
い
て
は
、
鈴
木
董
『
オ
ス
マ
ン
帝
国
』
講
談
社
現
代
新
書
、

　
一
九
九
二
年
、
一
〇
0
1
一
〇
二
頁
を
参
照
。

（
5
）
在
ダ
マ
ス
ク
ス
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
（
昌
胃
ぎ
N
苧

　
妻
閂
庄
凹
，
昼
凹
－
・
冨
．
『
津
巨
着
宰
茱
昌
鶉
且
）
所
蔵
の
『
ア
レ
ヅ
ポ

　
関
係
オ
ス
マ
ン
語
勅
令
・
法
令
集
』
（
凹
峯
凹
邑
H
ω
邑
3
昌
着
一

　
冨
－
き
）
、
第
五
〇
巻
、
二
八
、
三
四
－
三
七
、
四
二
－
四
四
、

　
四
七
、
五
〇
頁
（
一
八
四
〇
年
十
二
月
十
六
日
－
四
一
年
一
月

　
十
九
日
）
。
な
お
本
稿
で
取
り
上
げ
る
資
料
は
、
日
本
学
術
振

　
興
会
、
斉
藤
稜
児
イ
ス
ラ
ム
研
究
助
成
基
金
、
村
田
学
術
振
興

　
財
団
の
助
成
に
よ
る
調
査
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
6
）
　
鈴
木
董
「
オ
ス
マ
ン
帝
国
と
対
外
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

　
ン
」
『
移
動
と
交
流
』
（
シ
リ
ー
ズ
世
界
史
へ
の
問
い
3
）
岩
波

書
店
、
一
九
九
〇
年
、
五
五
－
八
四
頁
。

　
■
鈷
－
9
9
§
亀
ミ
舳
§
§
ミ
、
ぎ
き
§
辻
奏
ミ
§
膏
ご
o
p
o
戸

　
O
O
l
畠
－
豊
．

（
7
）
Z
◎
『
ぎ
o
昌
o
q
巨
竃
b
き
着
高
寓
雪
鼻
完
“
§
“
“
ミ
、
§
雪

ぎ
討
§
き
O
§
§
き
、
、
“
ミ
一
ざ
O
き
§
§
」
ε
昌
2
、
頸
『
互

　
－
o
o
竃
二
8
ユ
暮
H
ミ
o
o
二
〇
昌
①
ポ
p
H
お
し
s
一
H
望
．

（
8
）
き
ミ
ら
．
崖
㊤
．

（
9
）
　
ア
レ
ッ
ポ
を
中
心
と
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
レ
ヴ
ァ
ン
ト
貿
易

　
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
深
沢
克
己
氏
の
一
連
の
研
究
を
参
照
。

　
向
鼻
印
窒
ミ
p
宍
斗
彗
昌
一
　
掌
ミ
“
辻
“
　
g
　
s
§
§
雨
ミ
“
　
き

ト
“
§
ミ
§
＊
§
黒
㎞
雪
膏
、
、
s
害
～
き
§
意
膏
－
霊
『
貝

　
冨
O
。
ド
「
レ
ヴ
ァ
ン
ト
更
紗
と
ア
ル
メ
ニ
ア
商
人
」
『
土
地
制
度

　
史
学
』
第
一
一
一
号
、
一
九
八
六
年
、
一
八
－
三
七
頁
、
及
ぴ

　
「
十
八
世
紀
の
レ
ヴ
ァ
ン
ト
貿
易
と
ラ
ン
グ
ド
ヅ
ク
毛
織
り
物

　
工
業
」
『
土
地
制
度
史
学
』
第
二
一
五
号
、
一
九
八
九
年
、
一
－

　
二
〇
頁
。

（
1
0
）
　
ω
句
巨
①
■
　
｝
1
一
　
．
、
O
o
目
m
邑
．
、
　
§
“
　
§
§
h
§
s
“
、
ぎ
　
県

　
■
ざ
§
．
需
8
＝
庄
＆
巨
o
貝
く
o
－
』
一
〇
p
8
－
胃
．

（
n
）
　
拙
稿
「
ア
レ
ヅ
ポ
都
市
社
会
の
構
造
－
十
八
世
紀
後
半
か

　
ら
十
九
世
紀
初
め
を
中
心
に
－
」
『
比
較
都
市
史
研
究
』
第
六
巻

　
第
二
号
、
一
九
八
七
年
、
二
二
－
二
八
頁
、
同
「
ア
レ
ッ
ポ
の
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ス
ー
ク
一
構
造
と
機
能
－
十
八
・
十
九
世
紀
を
中
心
に
I
L

　
『
イ
ス
ラ
ム
圏
に
お
け
る
異
文
化
接
触
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
ー
市
の

　
比
較
研
究
1
1
』
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
言
語
文
化
研
究
所
、
一

　
九
八
九
年
、
六
＝
丁
七
八
頁
。
な
お
、
こ
う
し
た
ハ
ー
ン
の
構

　
造
的
隔
離
性
は
、
江
戸
時
代
の
長
崎
の
出
島
と
も
共
通
す
る
も

　
の
で
あ
り
、
ポ
ラ
ン
ニ
ー
の
「
古
代
世
界
の
貿
易
港
」
に
も
通

　
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
。
た
と
え
ぱ
、
力
ー
ル
・
ポ
ラ
ン
ニ
ー

　
（
薯
）
栗
本
慎
一
郎
・
端
信
行
（
訳
）
『
経
済
と
文
明
』
サ
イ
マ

　
ル
出
版
会
、
一
九
八
一
年
、
二
一
九
頁
以
下
。
ま
さ
に
ア
レ
ッ

　
ポ
は
、
海
に
面
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
フ
ラ
ン
ス
人

　
に
は
g
訂
＝
①
と
呼
ぱ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
出
島

　
と
比
較
す
る
と
、
ア
レ
ッ
ポ
で
は
領
事
館
・
商
館
が
都
市
の
中

　
心
部
で
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
が
最
も
整
備
さ
れ
た
区
域

　
に
あ
る
点
が
、
近
代
的
で
あ
っ
た
と
い
う
よ
う
。
な
お
、
最
近

　
の
フ
ラ
ン
ス
領
事
館
は
一
九
九
一
年
ま
で
は
ハ
ー
ン
・
ア
ル
・

　
ナ
ヅ
ハ
ー
ス
ィ
ー
ン
；
冒
苧
畠
冨
静
ヨ
に
所
在
し
て
い
た
。

　
こ
め
ハ
ー
ン
に
は
か
つ
て
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
と
ベ
ル
ギ
i
も
領
事
館

　
を
置
い
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
苧
＞
竃
員
彗
ξ
『
団
一
・
冒
貝

　
s
冨
、
富
ぎ
“
ミ
亀
婁
§
鳶
ぎ
（
ア
レ
ヅ
ポ
の
諸
地
区
と
ス
ー

　
ク
）
一
U
凹
ヨ
印
8
0
9
－
o
o
o
♪
o
．
岩
〇
一

（
1
2
）
　
．
．
守
o
胴
昌
彗
一
昌
守
o
①
目
亮
目
與
戸
．
．
§
ミ
§
ぎ
ミ
ミ
ミ
e
ミ
ー

　
竃
、
き
s
§
§
～
ミ
“
．
葦
o
∋
①
ω
㌔
靱
『
亘
ζ
亀
一
旨
∋
①
M
ら
．
㊤
畠
．

九
州
大
学
所
蔵
の
こ
の
稀
観
書
の
存
在
を
教
示
し
て
閲
覧
を
快

　
諾
し
て
下
さ
っ
た
深
沢
克
己
先
生
に
、
こ
の
場
を
か
り
て
御
礼

　
申
し
上
げ
る
。

（
1
3
）
　
＞
邑
①
易
o
P
ω
昌
ぎ
』
s
暑
淳
“
O
§
吻
ミ
ぎ
§
、
－

　
ぎ
、
き
ミ
、
昏
o
s
ミ
ミ
ω
§
u
ミ
§
一
－
§
、
－
－
q
轟
．
O
X
｛
o
H
P

　
畠
O
O
㊤
一
君
．
㌣
O
〇
一
昌
O
O
－
昌
ポ
｝
｝
轡
ψ
9
§
亀
ミ
ー
§
§
ミ
、
ぎ
昏

§
辻
奏
母
§
膏
〉
O
冒
α
ゴ
O
O
』
』
－
寄
‘

（
1
4
）
　
丙
冒
窪
①
＝
一
≧
異
彗
ま
■
§
雨
き
ぎ
§
、
奏
ざ
ミ
県

㌧
§
O
』
き
－
ω
．
ト
昌
ま
貝
ミ
O
ト
冨
肩
ぎ
二
竃
9
き
－
．
ド
O
O
l

　
H
－
ド
ま
－
ミ
一
｝
患
長
9
§
§
、
舳
§
§
ミ
、
ぎ
き
§
、
奏
ミ
§
－

　
守
）
o
p
o
戸
o
戸
塞
－
ω
9
…
印
ω
註
員
零
昌
ρ
§
o
曇
．
§

　
県
§
屹
討
§
卑
o
§
§
討
皇
§
“
§
§
§
“
§
§
“
ミ
§
や

寮
二
き
§
ミ
ミ
涼
§
§
、
§
“
あ
ぎ
§
、
専
§
ミ
ミ
ぎ

　
㌧
§
9
－
§
O
－
－
§
－
2
①
ミ
■
O
寿
し
㊤
O
．
O
。
一
P
畠
1
な
お
、
当

時
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
タ
ー
バ
ン
の
色
が
黒
、
靴
の
色
が
赤
と
定

　
め
ら
れ
て
い
た
。
十
九
世
紀
前
半
に
イ
ギ
リ
ス
の
ダ
マ
ス
ク
ス

総
領
事
通
訳
と
な
っ
た
人
物
の
自
伝
に
よ
る
と
、
通
訳
に
な
る

　
こ
と
に
よ
り
タ
i
バ
ン
の
色
が
白
に
変
え
ら
れ
た
と
い
う
（
靴

　
の
色
は
黄
色
に
）
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
服
装
規
定
は
、
一
般
の

　
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
関
し
て
も
、
通
訳
に
関
し
て
も
守
ら
れ
な
い

　
こ
と
が
多
か
っ
た
。
前
老
は
、
イ
ェ
ニ
チ
ェ
リ
（
当
時
は
実
質

的
に
非
正
規
軍
化
し
て
い
た
武
装
集
団
）
の
服
装
を
真
似
る
こ

と
が
多
く
、
後
老
は
後
に
ふ
れ
る
よ
う
に
通
訳
職
の
み
な
ら
ず

　
一
般
の
商
工
業
に
進
出
し
て
活
動
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
キ
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リ
ス
ト
教
徒
の
服
装
規
制
に
関
す
る
布
告
は
、
少
な
く
と
も
一

　
八
一
四
年
、
一
八
二
四
年
に
出
さ
れ
て
お
り
、
な
か
な
か
徹
底

　
し
な
か
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。
前
掲
拙
稿
「
中
東
の
地

　
域
シ
ス
テ
ム
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
、
竿
Ω
ぎ
§
一
宍
岬
昌
＝
一

　
§
ミ
s
、
・
§
ぎ
㌻
、
ざ
、
、
導
“
曾
ざ
｝
（
ア
レ
ヅ
ポ
史
の
責
金

　
河
）
．
ω
く
〇
一
ω
。
≧
①
暑
9
岩
墨
－
畠
二
〇
一
、
ω
ら
．
ω
曽
一
前
掲
『
ア

　
レ
ヅ
ポ
関
係
オ
ス
マ
ン
語
勅
令
・
法
令
集
』
第
三
九
巻
三
六
、

　
三
七
番
（
一
八
二
四
年
七
月
六
日
付
、
総
督
令
及
ぴ
イ
ス
ラ
ム

法
官
令
、
い
ず
れ
も
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
服
装
規

　
制
に
関
す
る
布
告
）
。

（
1
5
）
　
｝
凹
轡
ヅ
◎
吻
§
s
ミ
o
§
§
§
“
ぎ
き
§
．
奏
ミ
§
膏
“
S
．

　
9
ご
o
o
．
8
－
寄
一
竃
富
8
『
ω
一
§
“
o
蒔
“
姜
呉
ミ
ポ
討
§

　
専
O
ミ
O
§
汁
b
O
§
“
§
ミ
§
S
I
込
、
’
O
ラ
塞
－
竃
1

（
1
6
）
　
芝
－
O
ぎ
§
一
§
ミ
s
ト
ミ
§
ぎ
㌻
§
－
ミ
．
一
く
c
－
．
ω
ら
．
曽
一

　
｝
印
智
ψ
◎
｝
§
亀
ミ
ー
§
§
ミ
、
ミ
き
§
§
．
妻
ミ
§
膏
3
s
．
9
ご

　
O
P
お
ム
9
竃
易
8
易
一
§
“
O
鳶
“
§
県
妻
膏
§
§
O
－

　
ミ
o
§
“
o
皇
§
ぎ
亀
ミ
§
怠
．
〔
幸
一
p
彗
．

（
1
7
）
　
前
掲
『
ア
レ
ッ
ポ
関
係
オ
ス
マ
ン
語
勅
令
・
法
令
集
』
第

　
三
〇
巻
一
四
五
、
一
五
一
、
一
五
三
－
一
五
五
、
：
ハ
九
、
一

　
八
九
番
（
一
八
〇
六
年
一
月
－
一
〇
月
発
令
）
の
勅
令
や
ア
レ

　
ッ
ポ
の
イ
ス
ラ
ム
法
官
令
、
総
督
令
な
ど
。

（
1
8
）
　
前
掲
『
ア
レ
ヅ
ポ
関
係
オ
ス
マ
ン
語
勅
令
・
法
令
集
』
第

　
三
〇
巻
一
六
八
番
（
日
付
は
な
い
も
の
の
、
前
後
関
係
か
ら
一

　
　
六
九
番
と
同
じ
く
一
八
〇
六
年
七
月
下
旬
と
推
定
さ
れ
る
）
。

　
（
1
9
）
　
原
文
で
は
富
劃
，
マ
ω
き
、
中
－
∋
旦
＄
∋
凹
．
亭
二
E
昌
言
ユ
着

　
　
で
あ
る
。
イ
オ
ニ
ァ
海
の
コ
ル
フ
、
バ
ク
シ
、
レ
フ
カ
ス
、
イ

　
　
サ
カ
、
ケ
フ
ァ
リ
ニ
ア
、
ザ
キ
ン
ト
ス
、
キ
テ
ィ
ラ
の
七
島
か

　
　
ら
な
る
。
一
五
〇
〇
年
頃
か
ら
一
七
九
七
年
ま
で
ヴ
ェ
ネ
チ
ア

　
　
領
で
あ
っ
た
が
、
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
国
家
の
滅
亡
と
と
も
に
フ
ラ
ン

　
　
ス
領
と
な
り
、
一
八
○
○
年
か
ら
〇
七
年
ま
で
は
ロ
シ
ア
の
保

　
　
護
国
と
な
る
。
そ
の
後
再
度
フ
ラ
ン
ス
が
奪
回
し
、
一
八
一
五

　
　
年
に
イ
ギ
リ
ス
保
護
下
で
名
目
的
な
独
立
国
と
な
る
。
そ
の
後

　
　
一
八
六
四
年
に
ギ
リ
シ
ア
領
と
な
る
。
O
－
潟
①
q
一
霞
9
胃
戸
ト

　
　
望
o
ミ
雰
ざ
ミ
県
き
き
§
o
§
“
§
．
ω
8
o
目
o
＆
三
〇
p

　
　
〇
四
昌
マ
己
①
目
9
H
竃
9
o
O
．
崖
－
H
メ
ξ
－
ミ
ら
N
－
o
o
ω
1

　
（
2
0
）
　
｝
｝
轡
9
◎
岬
§
亀
ミ
ー
§
s
ミ
註
s
き
§
辻
奏
ミ
§
帝
“
S
－

　
　
ミ
ニ
君
－
S
－
べ
9
髪
麸
冨
易
一
｝
昌
8
一
、
．
↓
ぎ
ω
巨
F
彗
．
ω
向
葦
冨
－

　
　
肩
雪
o
昌
ω
一
↓
訂
ト
ミ
ミ
s
§
o
§
、
湧
與
目
o
艘
o
雪
“

　
　
§
h
§
轟
ヲ
ω
員
討
．
、
一
§
§
§
s
註
o
§
、
旨
ミ
§
良
曳
ミ
§
膏

　
　
寮
、
ω
ぎ
き
8
一
く
O
F
匿
L
竃
ド
O
O
－
睾
㌣
蜆
竃
．

　
（
2
1
）
　
板
垣
雄
三
『
歴
史
の
現
在
と
地
域
学
』
岩
波
書
店
、
一
九

　
　
九
二
年
、
三
六
五
－
三
七
四
頁
。

（
東
京
外
国
語
大
学
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
言
語
文
化
研
究
所
助
手
）
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